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第

百

二

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

個

人

番

号

の

利

用

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

四

年

九

月

十

四

日

 

  

提
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者
 

 

江

戸
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区
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江

戸

川

区

個

人

番

号

の

利

用

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 
江

戸

川

区

個

人

番

号

の

利

用

に

関

す

る

条

例

（

平

成

二

十

七

年

十

月

江

戸

川

区

条

例

第

三

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

別

表

第

二

の

二

十

三

の

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

            

 

付

 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

二

十

三 
区

長 

江

戸

川

区

子

ど

も

医

療

費

助

成

条

例

に

よ

る

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

事

務

で

あ

っ

て

規

則

で

定

め

る

も

の 

健

康

保

険

法

、

船

員

保

険

法

、

私

立

学

校

教

職

員

共

済

法

、

国

家

公

務

員

共

済

組

合

法

、

国

民

健

康

保

険

法

又

は

地

方

公

務

員

等

共

済

組

合

法

に

よ

る

保

険

給

付

の

資

格

者

等

に

関

す

る

情

報

で

あ

っ

て

規

則

で

定

め

る

も

の 

健

康

保

険

法

（

大

正

十

一

年

法

律

第

七

十

号

）

、

船

員

保

険

法

（

昭

和

十

四

年

法

律

第

七

十

三

号

）

、

私

立

学

校

教

職

員

共

済

法

（

昭

和

二

十

八

年

法

律

第

二

百

四

十

五

号

）

、

国

家

公

務

員

共

済

組

合

法

（

昭

和

三

十

三

年

法

律

第

百

二

十

八

号

）

、

国

民

健

康

保

険

法

又

は

地

方

公

務

員

等

共

済

組

合

法

（

昭

和

三

十

七

年

法

律

第

百

五

十

二

号

）

に

よ

る

医

療

に

関

す

る

給

付

の

支

給

に

関

す

る

情

報

で

あ

っ

て

規

則

で

定

め

る

も

の 

児

童

福

祉

法

に

よ

る

措

置

（

同

法

第

二

十

七

条

第

一

項

第

三

号

又

は

第

二

十

七

条

の

二

第

一

項

の

措

置

を

い

う

。

）

に

関

す

る

情

報

で

あ

っ

て

規

則

で

定

め

る

も

の 

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

で

あ

っ

て

規

則

で

定

め

る

も

の 

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

等

関

係

情

報

で

あ

っ

て

規

則

で

定

め

る

も

の 

生

活

保

護

関

係

情

報

で

あ

っ

て

規

則

で

定

め

る

も

の 

地

方

税

関

係

情

報

で

あ

っ

て

規

則

で

定

め

る

も

の 
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（

説

明

）
 

行

政

手

続

に

お

け

る

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

た

め

の

番

号

の

利

用

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

五

年

法

律

第

二

十

七

号

）

別

表

第

二

に

規

定

さ

れ

て

い

な

い

事

務

に

つ

い

て

、

必

要

な

限

度

で

特

定

個

人

情

報

を

利

用

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

          


